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河川整備計画に定める事項

条文 河川整備計画たたき台（骨子）

政令第１０条の３
一　河川整備計画の目標に関する事項

河川整備計画の対象区間（案）　 P 3　
河川整備計画の対象期間（案）　 P 3
河川整備計画の目標（案）
　○治水　　　　　　　　　　　
　○流水管理・水利用　　　　　 P 4
　○環境　　　　　　　　　　　 P 6

政令第１０条の３
二　河川の整備の実施に関する事項

イ　河川工事の目的、種類及び施行
　　の場所並びに当該河川工事の施
　　行により設置される河川管理施
　　設の機能の概要

主な整備メニュー（案）
　○治水　　　　
　○流水管理・水利用　　　　　 P 5
　○環境　　　　 P 7

ロ　河川の維持の目的、種類及び施
　　行の場所

主な整備メニュー（案）
　○維持管理　　 P 8～9
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河川整備計画構成

河川整備計画の目標（案）

治水、流水管理・水利用、環境の目標

現状と課題

治水、流水管理・水利用、環境、維持管理

計画対象区間（案）・計画対象期間（案）

政令第10条の3、一

政令第10条の3、一

河川工事及び河川の維持の目的、種類（整備メニュー）（案）

治水、流水管理・水利用、環境、維持管理

政令第10条の3、二

附　　図
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河川整4備計画の目標（案）

計画対象区間（案）・計画対象期間（案）

【計画対象区間（案）】
　指定区間外区間（大臣管理区間）並びに、
　本計画の目標の達成に必要な施策を講じる必要がある指定
　区間及び流域とする

【計画対象期間（案）】
　河川整備の当面の目標となる対象期間は概ね３０年とする
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河川整備計画の目標（案）

流水管理・水利用の目標（案）

実績の渇水流量（舞出地点）
　　平均渇水流量　　　　　　　約1.6m3/s
　　1/10規模の渇水時の流量　　約0.1m3/s
目標とする正常流量（舞出地点）
　　動植物の生息　　約2.5m3/s（非かんがい期における魚類の産卵時期）
　　　　　　　　　　約1.0m3/s（その他の時期）

考えられる選択肢〔目標流量〕

１．維持流量は現状のまま
　　１－１　既存施設のみで対応･･･既設君ヶ野ダムにより渇水時に〔0.1㎥/s〕

２．維持流量の一部を回復
　　２－１　水利用の合理化を推進する〔＋α〕

現時点での河川管理者の選択
２－１を選択
　　・動植物の生息・生育や景観など河川本来の水環境の保全・再生に向け、水利用の合理化を推進
　　　する。
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主要な整備メニュー（案）

流水管理・水利用の主な整備メニュー（案）

河川の整備の実施に関する事項（政令第１０条の３、二）

Ⅰ河川水の適正な利用

Ⅱ流水の正常な機能の維持

①水利用の情報提供

②関係機関と連携した水利用の合理化の促進、
　適正な水利権許認可

Ⅲ渇水時における対策の推進

①既存施設の有効利用

②水利用の合理化

①渇水時の情報提供・情報伝達体制の整備

②関係機関、利水者と連携した節水対策の推進
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主要な整備メニュー（案）

環境の目標（案）

「蛇行を繰り返しながら滔々と流れる雲出川の流れが生み出す多様な生物の生息・生育環境
と、地域の歴史と文化を育んできた空間が調和した川」を目標とした川づくりを目指す。

○河川環境の整備と保全については、河川本来の自然植生が繁茂し、多様な生物の生息・

生育環境となる水域と陸域が連続した水辺環境の保全、形成に努める。

　また、シギ・チドリ類をはじめとした多様な生物の生息・生育場となり、かつ潮干狩

り等の利用も盛んな河口部の干潟環境について、その保全に努める。

　また、縦断的連続性の確保に努める。

○良好な景観の維持・形成については、大きな蛇行や瀬淵・砂州が連続する河川景観や

河口部干潟の河川景観など、雲出川を特徴づける河川景観や沿川の市街地における憩い

の場である水辺景観の維持・形成に努める。

○河川水質の保全については、関係機関や地域住民との連携を図りながら、良好な河川

水質の維持・保全に努める。

○人と川との豊かなふれあいの確保については、地域住民等の身近な憩いとやすらぎ、

多様なレクリエーション、環境教育の場及び古来からの歴史と文化を感じさせる空間と

して、自然環境との調和を図りつつ、適正な河川の利用に努める。
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主要な整備メニュー（案）

環境の主な整備メニュー（案）

河川の整備の実施に関する事項（政令第１０条の３、二）

Ⅰ河川環境の整備と保全

Ⅱ河川水質の保全

①動植物の生息・生育地の保全・再生

干潟・塩性湿地の保全

河道内樹林の適正管理

多様な水際環境の保全

砂州・砂礫河原の保全・再生

縦断的連続性の確保（魚道の改修、設置）

外来生物対策

①水質の監視・保全

②関係自治体等と連携した流域全体の汚濁負荷量の
　 低減

Ⅲ人と川との豊かな
    ふれあいの確保

①水辺のふれあい拠点の整備

③歴史・文化的遺産の活用

②良好な景観の維持・形成

連続する瀬淵環境の保全

②水辺のふれあい拠点の活用
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主要な整備メニュー（案）

維持管理の考え方（案）

○維持管理の実施にあたっては、雲出川の河川特性を十分に踏まえる。
○河川や河川管理施設等について調査・点検・修繕等の維持管理を適切に進めるため、計画的に　

　　維持管理を行う。
○河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく計画の見直しを一連のサイクルで行い、

　　効率的・効果的に実施する。

サイクル型維持管理のイメージ

計画的な維持管理

・地域の理解を深め、維持管理行為を適
切に実施するため、具体的な維持管理内
容を計画的に進める。

・河川巡視、堤防モニタリング等、具体

的な管理項目に基づく維持管理を実施。

サイクル型河川管理
監視－評価－改善

河川の状態の評価

監視結果より、管理する河川の河道
状態、施設の状態を評価する。
地域への啓発等が必要な内容につい
て地域と情報を共有する。

状態を常に監視

（データの取得とストック）

常に状態が変化する自然公物である

河川の状態を測量、点検等で常に、
適切に（時期、頻度、位置等）監視
し、データを集積する。
（実施項目事例）
　・河川巡視、堤防除草、施設点検
　・流量観測、横断測量

　・堤防等目視モニタリング　等

状態を機動的に改善

監視、評価結果に基づき、機動的に

河川管理施設の改善を実施し、効率
的かつ効果的な施設の機能維持を図
る。
（実施項目事例）
●河道管理
　・高水敷伐開（河道内樹木管理）

●堤防、護岸管理
　・堤防補修　・護岸補修
●施設管理（水閘門等施設）
　・機械設備修繕、施設更新　等

見直し
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主要な整備メニュー（案）

維持管理の主な整備メニュー（案）

河川の整備の実施に関する事項（政令第１０条の３、二）

Ⅸ河川の清潔の維持 ①不法投棄物の処理Ⅰ堤防の維持管理　　 ①堤防の維持管理

Ⅱ河川工作物の維持管理

Ⅲ河道の維持　　　　

Ⅳ河川維持管理機器等の維持
　管理

Ⅴ許可工作物の適正維持管理

②水質の維持②堤防除草

①樋門などの維持管理 ①河川愛護団体等　
　との連携

Ⅹ地域と連携した取り組み
②老朽化に伴う施設の更新

②河川利用・水面
　利用の適正化①河床、河岸維持管理

②樹木の維持管理

①水防資機材等の確保・充実

②IT関連整備の促進

Ⅵ流下物の処理　　　 ①流木、ゴミ処理

Ⅶ危機管理対策　　 ①洪水時等の管理

②水防団に関する連携・支援

③河川情報システムの整備

④水質事故対策

Ⅷ河川水の適正な利用
　及び流水の正常な機
　能の維持　　

①適正な流水管理や水利用

②渇水時の対応
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